
 

事 務 連 絡 

令 和 ５ 年 ６ 月 １ 日  

 

各 都道府県・市町村 民生主管部生活保護担当課 御中 

 

厚生労働省社会・援護局保護課 

 

 

生活保護世帯におけるエアコン購入費用に関する取扱い等について（周知） 

 

 

生活保護行政の推進につきましては、平素から格段の御配慮を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

さて、国内の熱中症による死亡者数は増加傾向が続いており、近年では年間 1,000 人を

超える年が頻発していることから、「熱中症対策を強化するための気候変動適応法及び独立

行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」（令和５年法律第 23 号）が令和５年

６月１日付けで一部施行され、熱中症対策に係る政府一体となった取組を強化するため、

熱中症対策実行計画（令和５年５月 30 日閣議決定。以下「実行計画」という。）の策定等

の措置が講じられました。 

 このうち、実行計画において、熱中症弱者のための熱中症対策の具体的な施策の１つと

して、「生活保護世帯におけるエアコン購入費用に関する取扱いについて周知する」とされ

たことを踏まえ、その取扱い等について、改めて下記のとおりお示ししますので、御了知

の上、都道府県におかれては管内保護の実施機関に対し周知方お願いいたします。 

併せて、管内保護の実施機関の査察指導員や地区担当員、面接相談員等に対し、本事務

連絡の内容が確実に行き届くよう、御配意をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 生活保護世帯におけるエアコン購入費用に関する取扱いについて 

熱中症を予防するためには適切なエアコン利用が重要であることから、生活保護世帯

におけるエアコン購入については、次の（１）から（３）までの取扱いを踏まえて、遺漏

なきよう対応いただきたい。 

 

（１）生活保護世帯におけるエアコン購入に関する基本的な考え方 

    これまでも示しているとおり（別添１参照。）、生活保護制度においては、エアコ

ンも含め日常生活に必要な生活用品については、保護費のやりくりによって計画的

に購入していただくものである。 

なお、保護費のやり繰りによって購入が困難な場合には、生活福祉資金貸付を活用

して購入していただくことも可能としている。 



 

（２）特別な事情がある場合の生活保護世帯におけるエアコン購入費用に関する取扱い 

    「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和 38 年 4 月 1 日社発第 246 号

厚生省社会局長通知）の第７の２（６）のウの規定により、①保護開始時に持ち合

わせがない場合、②災害により喪失し、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）等他

制度からの措置がない場合、③犯罪等により被害を受け、生命身体の安全確保のた

めに新たに転居する場合で持ち合わせがない場合などの特別な事情がある場合に限

り、62,000 円の範囲内において、エアコンの購入費用を支給することを可能として

いる。（別添２参照。） 

 

（３）エアコンの購入に向けた必要な助言指導等 

    特別な事情がない生活保護世帯においては、毎月の保護費のやり繰りの中でエア

コンの購入費用（故障時等の対応含む）を賄うこととなるため、福祉事務所におい

ては、日頃のケースワークにおいてエアコンの購入の意向を確認し、必要に応じて、

購入に向けた家計管理に係る助言指導を行うとともに、社会福祉協議会の生活福祉

資金貸付の利用を紹介し貸付により購入できるようにするなど、真に必要な者がエ

アコンを購入できるよう配慮されたい。 

    なお、社会福祉協議会への貸付資金の償還については、生活保護法（昭和 25 年法

律第 144 号）第 37 条の２及び生活保護法施行令（昭和 25 年政令第 148 号）第３条

の規定により、生活扶助費の一部として福祉事務所が直接社会福祉協議会へ交付す

る代理納付の取扱いが可能であることから、活用について検討されたい（別添１参

照。）。 

 

２ 生活保護世帯に対する熱中症予防の取組について 

  生活保護世帯に対する熱中症予防の取組として、１に加えて、次の（１）及び（２）

についても、遺漏なきよう対応いただきたい。 

 

（１）必要な家電製品等の使用のための家計管理に係る必要な助言指導 

電気料金等の滞納やそのおそれがある者に対しても、日頃のケースワークにおい

て家計管理に係る必要な助言指導を行うなどにより、必要な家電製品等が使用でき

なくなることがないよう配慮されたい（別添１参照。）。 

 

（２）熱中症の予防法に関する周知等 

今般、熱中症予防を広く国民に呼びかけることを目的として、政府統一の高齢者

のための熱中症対策のポイントをまとめたリーフレット等が作成された（別添３参

照。）。保護の実施機関においても、必要に応じて、本リーフレット等を活用し、被

保護者に対し、こまめな水分・塩分の補給、扇風機やエアコンの利用等の熱中症の

予防法に関する呼びかけをお願いする。 

 

  



 

 

 

○ 令和５年３月 社会・援護局関係主管課長会議資料（抜粋） 

 

12 一時扶助における家具什器費の見直しについて 

生活保護制度では、日常生活に必要な生活用品については、保護費のやり繰りによ

って計画的に購入していただくこととしているが、①保護開始時に持ち合わせがない

場合、②災害により喪失し、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）等他制度からの措

置がない場合、③犯罪等により被害を受け、生命身体の安全確保のために新たに転居

する場合で持ち合わせがない場合などの特別な事情がある場合に限り、一時扶助とし

て家具什器費の支給を認めているところである。 

近年、熱中症における健康被害があることを踏まえ、平成 30 年７月１日からこの家

具什器費に冷房器具を加えたところである。 

このため、管内の実施機関に対して改めて周知徹底をお願いするとともに、各実施

機関においては、各担当者に伝わるよう配慮いただきたい。 

なお、特別な事情がない生活保護世帯においては、従来どおり毎月の保護費のやり

繰りの中で冷房器具等の購入費用を賄うこととなるが、日頃のケースワークにおい

て、冷房器具や暖房器具等の購入の意向を確認し、必要に応じて、購入に向けた家計

管理の助言指導を行うとともに、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付の利用を紹介し

貸付により購入できるようにするなど、真に必要な者が冷房器具や暖房器具等を購入

できるよう配慮されたい。 

あわせて、社会福祉協議会への貸付資金の償還については、生活保護法（昭和 25 年

法律第 144 号）第 37 条の２及び生活保護法施行令（昭和 25 年政令第 148 号）第３条

の規定により、生活扶助費の一部として福祉事務所が直接社会福祉協議会へ交付する

代理納付の取扱いが可能であることから、活用について検討されたい。 

また、電気料金等の滞納やそのおそれがある者に対しても、日頃のケースワークに

おいて家計支援に係る必要な助言指導を行うなどにより、必要な家電製品等が使用で

きなくなることがないよう配慮されたい。 

  

別添１ 



 

 

○ 「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和 38 年 4 月 1 日社発第 246 号厚生

省社会局長通知）（抜粋） 

 

第７ 最低生活費の認定 
２ 一般生活費 
（６） 家具什器費 
ウ 冷房器具 

被保護世帯がアの（ア）から（オ）までのいずれかに該当し、当該被保護世帯に属する

被保護者に熱中症予防が特に必要とされる者がいる場合であって、それ以降、初めて到来

する熱中症予防が必要となる時期を迎えるに当たり、最低生活に直接必要な冷房器具の持

ち合わせがなく、真にやむを得ないと実施機関が認めたときは、冷房器具の購入に要する

費用について、62,000 円の範囲内において、特別基準の設定があったものとして必要な額

を認定して差し支えないこと。 
 
<参考：ア 炊事用具、食器等の家具什器の（ア）から（オ）> 
（ア） 保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。 
（イ） 単身の被保護世帯であり、当該単身者が長期入院・入所後に退院・退所し、新たに

単身で居住を始める場合において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがない

とき。 
（ウ） 災害にあい、災害救助法第 4 条の救助が行われない場合において、当該地方公共

団体等の救護をもってしては、災害により失った最低生活に直接必要な家具什器を

まかなうことができないとき。 
（エ） 転居の場合であって、新旧住居の設備の相異により、現に所有している最低生活

に直接必要な家具什器を使用することができず、最低生活に直接必要な家具什器を

補填しなければならない事情が認められるとき。 
（オ） 犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身

体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する場合において、最低生活に直

接必要な家具什器の持合せがないとき。 
  

別添２ 



 

  
別添３ 



 


